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件 名 客引き行為等の防止に関する条例制定に向けた検討状況について 

所管部課名 危機管理部 危機管理課 

内 容 

客引き行為等の防止に関する条例の制定作業を進めているため、検討状

況について、次のとおり報告する。 

１ 方向性 

（１）条例を体感治安の向上を目的として、東京都の迷惑防止条例（安全

機能）に至らない客引き行為等を規制する。 

（２）罰則を設けることで、条例の実効性を確保するとともに、現場に警

備員を配置するなど具体的な対策もあわせて検討する。 

２ 検討状況 

（１）他自治体や東京弁護士会にヒアリングを行うなど、条例制定に向け

た調査を実施している。 

（２）重点地区を指定し、警備員（委託）配置などの事業化を検討する。 

（３）条例の制定にあたり、「足立区パブリックコメント実施要領」に基

づきパブリックコメントの実施を検討する。 

３ スケジュール（予定） 

令和４年 ８月 総務委員会報告（パブリックコメント実施） 

８月～９月 パブリックコメント実施（１カ月間） 

 １２月 条例制定 

令和５年 １月  公布 

問 題 点 

今後の方針 

区内各警察署と連携して取り組むとともに、方針が固まり次第、地元町

会・自治会などへ丁寧に説明していく。 
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